
この度、越前市議会において、私たち中小企業家同友会が全国的な運動として取組んできた、「中小

企業振興基本条例」が採択されました。県内自治体では坂井市についで 2 番目となります。内容詳細

につきましては、改めてお知らせすることになりますが、条例の第 1条（目的）には、「中小企業の振

興について、市、中小企業者、大企業者及び市民の役割等を明らかにするとともに、市が実施する中小

企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって市内経済の発展及び市民生活の向上に寄与するこ

とを目的とする」と明記されています。 

 今回の条例成立の背景には、全国的に地域経済・社会が衰退の危機にあるなかで、自治体も地域経

済と社会を支える地域の中小企業のいっそうの頑張りに期待を寄せているからです。しかし、この条

例を中小企業経営の発展に資するために具体的な形で活かすには、大いに地域の経営者から意見や要

望を上げていくことが何よりも必要だと思います。ぜひ、皆様のご参加をお待ちしています。お知り

合いの経営者をお誘い下さい。出前講座担当部署 越前市産業政策部になります。 

 

 
 

 

 

  
  

            

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAX（0776）54-9991 までご返信下さい 

 

□  参加します □  不参加です  

   

 お名前：                     

福井県中小企業家同友会 TEL（0776）54-9699 FAX（0776）54-9991 

新会員候補をご紹介下さい！ お名前：                     

会社名：           住 所：                     

役 職：           TEL：          FAX：          
 

希望する対応：                                  

福井県中小企業家同友会 丹南支部 5 月例会のご案内 
 

■日 時 5 月 21 日（木）  18：00～20：00 （受付 17：30～） 

■会 場 武生商工会議所 3 階 ＡＢ会議室 
        越前市塚町 101  電話（0778）23-2020 

 

 

 

 

 

欠席の場合でも 

ご返信下さい。 
丹南支部 5 月例会 

越前市出前講座 

「越前市中小企業振興基本条例」を活かす 
 


